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（５）熱中症

※各クラブで経口補水液を常備しておくことが望ましい。

熱中症が疑われる症状

意識障害 生理食塩水
(0.9%の濃い食塩水)

意識障害あり 涼しい場所へ避難 １１９番通報
衣服を緩めて寝かせる

積極的に体を冷やす

１１９番通報
応急手当
保護者に連絡

乾球35度以上 運動は原則中止
特別の場合以外は運動を中止する

乾球31度～35度 厳重警戒(激しい運動は中止)
運動する場合には頻繁に休憩を取り、水分・塩分の補給をする。
体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止。

乾球28度～31度 警戒(積極的に休息)
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（６）食物等のアレルギー

生徒の健康上のデータ」
(初期対応セット内)から当該生徒がアレルギーを持っていないか必ず確認する

５分以内に判断

◎これらの症状がひとつでもあれば救急車を呼ぶ

立たせたり歩かせたりさせない
何を食べたか、何に触れたか

（７）交通事故（生徒引率事故（被害者および加害者の場合））

交通事故の発生
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（８）地震及び火災

○地震発生時の心得
Ⅰ．校内について

①先生の指示（放送による指示）を聞く。
②倒れる恐れのない丈夫な机の下、柱などに身を寄せる。
③倒れやすい戸棚・本棚などから遠ざかる。
④ガラス窓・ストーブの近くに行かない。
⑤つりさげ物のある場所や重いものをのせた棚の下にいない。
⑥体育館・ホールでは中央部に集まる。
⑦校舎間や窓下では、落下物に注意し、広い場所へ出る。

Ⅱ．登下校途中について

○火災発生時の心得
消火について

○校内での避難心得

「○○から火災（地震）が発生。生徒は速やかに○○へ避難してください」

１.先生の指示（放送による指示）をよく聞く。

☆火災の時

※できうる限りスマホを持つ

☆地震の時

できうる限りスマホを持ち避難する
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２.「あわてない・しゃべらない・押さない」の三原則を守りすばやく行動する。
３.校内では早足、校外ではかけ足で行動する。
４.階段では絶対に走らない。
５.決められた場所(グランド)に避難する。
６.避難したらルーム⾧(副ルーム⾧)は点呼をとり、担任(不在の時は学年主任)へ報告する。
７.グランドに避難したら、先生の指示を待つ。

※職員の役割分担については「防火防災計画」（P26）参照

屋外にいるとき 屋内にいるとき

①まず低く(棚やロッカーから離れた所で)
②頭部を守り(机の下等に入り、机の脚等をつかむ)
③動かない(強い揺れがおさまるまで)
◎体育館等では照明の下を避け、中央で身をかがめ

☆緊急地震速報から地震の到達までは 頭部を守る
数秒から数十秒 ◎エレベーター内にいる時はすべての階のボタンを

押し、エレベーターから出て上記①②③を行う

○災害時における保護者への連絡と生徒引き渡しの手順
※校内の危険箇所を把握し、適切な待機場所・引き渡し場所を確保する。
※生徒の引き渡し場所・時間・そこへの進入路と退出路などの情報(近隣の道路状況を含む)
を簡潔にまとめ、さくら連絡網で連絡する。(災害モードを使用する)

※生徒を引き渡す上での注意事項

◎迎えを選択する際には「誰が」「どの車で」「何時くらいに来るのか」を
必ず確認させる。

職員が下校を確認する。

下校の確認をする

緊急地震速報発報 携帯電話や自治体の放送で状況を確認する

自身の安全確保を最優先にする
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下校を確認する。

生徒を引き渡していい人物であることを確認する。

※混み合ってきたとしても、必ず職員が全生徒の下校を確認すること

（９）Ｊアラート発報時

屋外にいるとき 屋内にいるとき

◎近くの建物に避難する ①できるだけ窓のない部屋(スペース)へ移動する
②できるだけ窓から離れ、物陰に身を隠す

③身をかがめ、頭部を守り、目をつぶる

◎エレベーター内にいる時はすべての階のボタンを押し、
エレベーターから出て上記①②③を行う

（10）個人情報の保護

飯田女子高等学校プライバシーポリシー〔個人情報保護取扱い（保護）方針〕

１ 関係法令の遵守と方針について

２ 個人情報とその範囲について

Ｊアラート発信 携帯電話や自治体の放送で状況を確認する

自身の安全確保を最優先にする



- 18 -

３ 個人情報の収集および利用について

４ 個人情報の管理について

５ 個人情報の提供および委託について（第三者提供の制限）

６ 開示、訂正請求等について
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７ 方針の改善措置について

８ 具体的な対応・留意点について

（11）いじめ防止及びいじめ対策

Ⅰ いじめの起きない集団作りを目指す指導
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Ⅱ いじめが発覚したときの対応とケース対応（【いじめ対応フローチャート】を参照）

【いじめ対応フローチャート】

報告

報告

報告
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事実（実際に見た）と伝聞や憶測、本人の受け取り 方
等を区別する（全ての聴き取りに共通して重要）。
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Ⅲ ネット上のいじめについて

①「ネット上のいじめ」を防ぐために

②「ネット上のいじめ」に対応する時の注意点
※対応は【いじめ対応フローチャート】を基本とするが、以下の点に注意をする。

「証拠の確保」

③ネット上のトラブルへの対応（フローチャートを基本とする）
※事案によっては、専門機関（警察・弁護士等）に相談して連携、対応していく。
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（12）夜間休日等の勤務時間外の行動

学校からの招集の連絡等が届か
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

なくても順次学校に集合し、必要な対応にあたることとす
、 、 、 、

る。

（13）その他

１，「感染症及び伝染病」

２，「台風・水害」「自殺予告、爆破予告」

３，「生徒死亡（自殺）」

４，「不登校」

５，「暴力事件」「飲酒」「喫煙」「万引き」「外泊（異性との交際）」等生徒指導関係の問題

６，「セクシャルハラスメント」「パワーハラスメント」

７，「体罰」

８，その他校⾧が危機管理上必要と判断した案件については校⾧が対応部署等を指示する。
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４．その他

（１）生徒並びに職員への緊急連絡体制について



- 25 -

（２）防火防災計画

Ⅰ．消防計画（飯田女子高等学校自衛消防組織）

本 部 ……学校⾧、教頭(全日制・通信制)、事務⾧
指 揮…
通報・連絡…
誘導・避難…
整備・点呼…
消 火…
防 護…
救 護…

本 部

指 揮
通報･連絡

誘導･避難
整備･点呼

消 火
防 護
救 護

Ⅱ．地震防災計画

Ⅲ．休日・生徒下校後の防火防災計画

本 部 電 話 状況報告及び協力依頼関係の電話
学 校 ⾧…０２６５－５２－５１８６ 飯田消防署(代)……………２２－０１１９か１１９
教 頭…０２６５－２３－２５７８ 飯田警察署(代)……………２２－０１１０か１１０
事 務 ⾧…０２６５－２４－６８９９
公用携帯…０７０－４１９９－１２５７

※その他､Teamsの電話機能も使用
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Ⅳ．災害時における対応･心得については Ｐ15 参照


